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平成２９年第３回美祢市議会定例会会議録（その１） 

 

平成２９年８月３０日（水曜日） 
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          古 屋 壮 之    監査委員事務局長  奥 田 源 良 

  上下水道局次長  三 戸 昌 子 

５．付議事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 報告第 ９号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分につい 

               て 

  日程第 ４ 議案第５９号 平成２８年度美祢市水道事業剰余金の処分について 

  日程第 ５ 議案第６０号 平成２８年度美祢市水道事業会計決算の認定につい 

               て 

  日程第 ６ 議案第６１号 平成２８年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分に 

               ついて 

  日程第 ７ 議案第６２号 平成２８年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定 

               について 

  日程第 ８ 議案第６３号 平成２８年度美祢市病院等事業会計決算の認定につ 

               いて 

  日程第 ９ 議案第６４号 平成２９年度美祢市一般会計補正予算（第２号） 

  日程第１０ 議案第６５号 平成２９年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算 

               （第２号） 

  日程第１１ 議案第６６号 平成２９年度美祢市病院等事業会計補正予算（第 

               １号） 

  日程第１２ 議案第６７号 美祢市報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

  日程第１３ 議案第６８号 美祢市立小学校設置条例の一部改正について 

  日程第１４ 議案第６９号 美祢市立中学校設置条例の一部改正について 

  日程第１５ 議案第７０号 美祢市介護保険条例の一部改正について 

  日程第１６ 議案第７１号 美祢市包括的支援事業の実施に関する基準を定める 

条例の一部改正について 

  日程第１７ 議案第７２号 美祢市火災予防条例の一部改正について 

  日程第１８ 議案第７３号 養護老人ホーム秋楽園組合の解散について 

  日程第１９ 議案第７４号 養護老人ホーム秋楽園組合の解散に伴う財産処分に 

病院事業局 
経営管理課長 
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ついて 

  日程第２０ 議案第７５号 養護老人ホーム秋楽園組合の解散に伴う事務の承継 

について 

６．会議の次第は次のとおりである。 
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   午前１０時００分開会 

○議長（荒山光広君）  おはようございます。これより、平成２９年第３回美祢市議

会定例会を開会いたします。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（綿谷敦朗君）  御報告いたします。本定例会に、本日までに送付し

てございますものは、執行部からは報告第９号及び議案第５９号から議案第７５号

までの計１８件、監査委員から美祢市公営企業会計決算審査意見書でございます。

事務局からは会議予定表及び一般質問順序表でございます。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表（第１号）及び議案付託表

の２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（荒山光広君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において秋山哲朗議員、

竹岡昌治議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２１日までの２３日間と

いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  御異議なしと認めます。よって、会期は２３日間と決定いた

しました。なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付しております予定表

のとおりでありますので、御了承をお願いいたします。 

 この際、西岡市長より発言の申し出がありましたので、発言を許可いたします。

西岡市長。 

   〔市長 西岡 晃君 登壇〕 

○市長（西岡 晃君）  議長のお許しをいただきましたので、この場をお借りいたし

まして、１件の報告をさせていただきます。 

 かねてから、美祢市への進出について強く要請しておりました愛知県豊田市に本

社がございます、リサイクルシンナーの製造及び販売を行っておられます豊田化学
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工業株式会社様に、このたび本市への進出を御決断いただき、本年７月６日に進出

協定の調印をいたしましたことを御報告をさせていただきます。 

 今回、進出いただく豊田科学工業株式会社様の概要でございますが、創業は昭和

３５年で、現在の資本金が１，５００万円、従業員数は９５名、主な業務は塗料、

接着剤、溶剤、金属表面処理剤の製造販売であります。現在、愛知県内に２カ所の

工場を運営されておりますが、九州、中国、四国地方における今後の製品供給の安

定化と販売強化を図るため新たに工場を建設されるものであり、愛知県外での工場

建設は、今回が初めてであると伺っております。 

 今後の計画といたしましては、建設予定地の美東町のリーディングプラザ十文字

内の１万４，７３８平方メートルに、本年１０月の着工、来年１０月の操業開始が

予定されているところであります。また、従業員の雇用につきましては、最終的に

１１名を予定されており、創業時には８名が雇用されることとなっております。 

 企業の進出は新たな雇用を生み出し、私が掲げた５本の柱のうちの地域経済の活

性化に通じるものでありますので、今回の進出を心から喜びたいと思っております。 

 今後とも、本市の活性化と人口定住の取り組みを進めてまいる所存でありますの

で、議員の皆様方を初め市民の皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 以上、企業進出につきましての御報告といたします。 

○議長（荒山光広君）  日程第３、報告第９号から日程第２０、議案第７５号までを、

会議規則第３５条の規定により、一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。西岡市長。 

   〔市長 西岡 晃君 登壇〕 

○市長（西岡 晃君）  本日、平成２９年第３回美祢市議会定例会に提出いたしまし

た報告１件、議案１７件について、御説明申し上げます。 

 報告第９号は、損害賠償の額を定めることに関する専決処分についてであります。 

 これは、平成２９年５月３０日、秋芳総合支所駐車場において、環境整備の草刈

り作業中に小石が飛散し、駐車中の車両を破損させた公務上の事故により、損害賠

償の義務が発生したため、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により

報告するものであります。 
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 議案第５９号は、平成２８年度美祢市水道事業剰余金の処分についてであります。 

 水道事業会計の決算における平成２８年度の当年度純利益は７，０９７万７，

２２８円であり、前年度繰越利益剰余金７５３万１，９２０円を加えた当年度未処

分利益余剰金は７，８５０万９，１４８円となります。このため、当年度未処分利

益剰余金のうち３，０００万円を減債積立金に積み立てるとともに、４，０００万

円を建設改良積立金に積み立て、合計７，０００万円を処分し、この処分による残

余の８５０万９，１４８円を繰越利益剰余金とすることについて、地方公営企業法

第３２条第２項の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第６０号は、平成２８年度美祢市水道事業会計決算の認定についてでありま

す。 

 水道事業は、市民の日常生活や都市機能の維持及び地域産業の振興、発展に欠く

ことのできない基盤事業であり、安全で良質な水道水を安定的に持続して供給して

いくという重要な役割を担っています。 

 それでは、平成２８年度決算の概要について御説明をいたします。美祢市水道事

業では制度の改正により、平成２８年度末をもって市内全域が上水道になったため、

このたびの決算が簡易水道事業の最後の決算となります。 

 まず、収益的収入であります。上水道事業収益は３億２４８万３，８０４円、簡

易水道事業収益は５億２１６万２，４２５円となり、収入の合計は８億４６４万６，

２２９円であります。 

 次に、収益的支出であります。上水道事業費は２億６，１６９万６８１円、簡易

水道事業費は４億１，３２０万２，９０６円となり、支出の合計は６億７，

４８９万３，５８７円であります。 

 この結果、平成２８年度の収益的収支は１億２，９７５万２，６４２円の利益と

なり、消費税差し引き後の当年度純利益が７，０９７万７，２２８円となりました。

また、この純利益に前年度繰越利益剰余金７５３万１，９２０円を加えた当年度未

処分利益剰余金は７，８５０万９，１４８円となります。 

 次に、資本的収入及び支出であります。収入額８億２，８７４万６，６００円に

対し、支出額は１０億８，０８６万８，９５４円となり、収入額が支出額に不足す

る額、２億５，２１２万２，３５４円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補痾したと
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ころであります。 

 事業の主なものを御説明いたしますと、上水道事業では、入見配水池増補改良事

業４，２８９万３，２８０円及び内川配水池のり面補修工事等、建設改良費に合計

８，９５７万７，４６０円を支出いたしました。 

 次に、簡易水道事業であります。 

 主なものを申し上げますと、美東簡易水道水源増補事業に１億８６６万９，

６００円、硬度低減化事業に１億７，６１５万３，０８０円、秋吉台配水池更新事

業に１億３，８６１万１，０１５円、於福簡易水道田代地区水道未普及地域解消事

業に３，６８８万３，０８０円、四郎ヶ原簡易水道及び川東簡易水道の簡水統合事

業に１億９９３万８，６００円を支出しております。 

また、秋芳地域遠隔監視装置の更新に２，３００万４，０００円を支出し、経営

の効率化の観点からソフト面での統合をいたしました。 

そのほか重要な課題であります経年管の布設がえは、秋吉簡易水道、綾木東部簡

易水道、於福簡易水道等、市内全地域にわたり実施し、１億１，８５６万２，

４００円を支出しており、これら簡易水道事業の建設改良費は７億４，９４３万９，

４５５円となっております。 

 以上、平成２８年度美祢市水道事業会計決算について御説明申し上げましたが、

別に監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定を賜りま

すようお願いするものであります。 

 議案第６１号は、平成２８年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分についてであ

ります。 

 公共下水道事業会計の決算における平成２８年度の当年度純利益は５，３９７万

５，４８９円であり、前年度繰越利益剰余金２億２，３０４万３，７７６円を加え

た当年度未処分利益剰余金は２億７，７０１万９，２６５円となります。このため、

当年度未処分利益剰余金のうち１億３，０００万円を減債積立金に積み立てるとと

もに、１億２，０００万円を建設改良積立金に積み立て、合計２億５，０００万円

を処分し、この処分による残余の２，７０１万９，２６５円を繰越利益剰余金とす

ることについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定により市議会の議決を求め

るものであります。 

 議案第６２号は、平成２８年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定についてで
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あります。 

 公共下水道事業は、「循環のみち下水道」実現を目指し、事業を進めています。

平成２８年度は事業の現状と将来見通しを踏まえ、安定した下水道サービスを持続

して提供するために、平成２８年度から１０年間の経営戦略を策定いたしました。 

 それでは、平成２８年度決算の概要について御説明いたします。 

 まず、収益的収入及び支出でありますが、収益的収入の６億７３１万２，

１７２円に対し、収益的支出は５億４，８８０万３，０２１円であります。 

 この結果、平成２８年度の収益的収支は５，８５０万９，１５１円の利益となり、

消費税差し引き後の当年度純利益が５，３９７万５，４８９円となりました。また、

この純利益と繰越利益剰余金２億２，３０４万３，７７６円を加えた当年度未処分

利益剰余金は、２億７，７０１万９，２６５円となります。 

 次に、資本的収入及び支出であります。 

 収入額３億８，０６５万１，６１５円に対し、支出額は４億４，２８０万７，

１８６円となり、収入額が支出額に不足する額６，２１５万５，５７１円は当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補痾し

たところであります。 

 事業の主なものを御説明いたしますと、美祢市浄化センターほか長寿命化計画に

よる反応タンク及び脱水機補機設備の更新に８，４５０万円、取付管及び公共ます

設置工事等に２，０６４万３，１２０円、万倉地地区枝線管渠布設実施設計業務に

１７２万８，０００円等、合わせて建設改良費１億９３２万８，７１５円を執行し

ました。 

 以上、平成２８年度美祢市公共下水道事業会計決算について御説明申し上げまし

たが、別に監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定賜

りますようお願いするものであります。 

 議案第６３号は、平成２８年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてであり

ます。 

 平成２８年度の美祢市病院等事業は、医師を初めとする医療スタッフ不足など、

医療を取り巻く環境が厳しさを増す中で、地域に密着し地域のニーズに合った運営

を目指し、安全で質の高い医療、介護サービスの提供に引き続き努めてまいりまし

た。 
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 それでは、平成２８年度の病院等事業の実績について御説明をいたします。 

 まず、業務量につきましては、美祢市立病院において、入院が４万５８５人、外

来が３万９，７００人、美祢市立美東病院においては、入院が３万１３４人、外来

が３万１４人、介護老人保健施設グリーンヒル美祢においては、短期入所を含む入

所が２万４，９５９人、通所が４，４３５人、また美祢市訪問看護ステーションの

利用は４，９０８人となっております。 

 次に、決算額について御説明いたしますと、収益的収支におきまして、収入では

病院事業収益３２億７，０７６万８，６７１円、介護老人保険施設事業収益３億６，

７３９万７，９３０円、訪問看護事業収益４，２３８万７，２０８円で、総額

３６億８，０５５万３，８０９円となりました。 

 一方、支出では、病院事業費用３４億１，７７５万１，４５９円、介護老人保健

施設事業費用３億６，１６４万７，０１１円、訪問看護事業費用３，９６８万３，

０５１円で、総額３８億１，９０８万１，５２１円となりました。 

 この結果、１億３，８５２万７，７１２円の当年度純損失を生じ、この純損失に

前年度繰越欠損金３億３９０万２，６０６円を加えた結果、４億４，２４３万

３１８円が当年度未処理欠損金となります。 

なお、この処理につきましては、全額を翌年度繰越欠損金とするものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、収入では、病院事業資本的収入として、企業債

が５，８２０万円、負担金が２億８６０万５，０００円、県支出金が５４万４，

０００円で、合計２億６，７３４万９，０００円となり、介護老人保健施設事業資

本的収入として、企業債が３２０万円、負担金が１９万円、出資金が３，０００万

円で、合計３，３３９万円となり、収入の総額は３億７３万９，０００円となりま

した。 

 一方、支出では、病院事業資本的支出として、建設改良費が７，１４１万１，

２９８円、企業債償還金が３億４，６４６万４０７円で、合計が４億１，７８７万

１，７０５円となり、介護老人保健施設事業資本的支出として建設改良費が

３２４万５，９４０円、企業債償還金が２，９６１万４，８２７円となり、支出の

総額は４億５，０７３万２，４７２円となりました。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億４，９９９万３，

４７２円は、過年度分損益勘定留保資金で補痾しております。 
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 病院事業を取り巻く環境は、医療制度の改革や医師を初めとする医療スタッフ不

足の影響等から、まことに厳しいものがありますが、本年３月に策定いたしました

新美祢市病院改革プランに基づく基本方針を職員一人ひとりが自覚し、着実に実行

していくことにより、市民の皆様が安心して適切な医療、介護サービスを受けるこ

とができるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。 

 以上、平成２８年度美祢市病院等事業会計決算について御説明申し上げましたが、

別に、監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定賜りま

すようお願いするものであります。 

 議案第６４号は、平成２９年度美祢市一般会計補正予算（第２号）であります。 

 今回の補正は、今後の業務を推進する上で、緊急に必要な経費等を追加するもの

であります。 

 それでは、歳出予算から御説明をいたします。 

 まず、総務費の一般管理費において、制度改正に伴う人事給与システムの改修に

要する経費、及び市制施行１０周年記念事業の事前準備に係る経費、合わせて

２４９万２，０００円を追加しております。 

 また、活性化対策費において、空き家有効活用促進事業補助金の本年度の実績に

鑑み、４４８万円を追加しております。 

 次に、民生費では、障害者福祉費において、法改正に伴う自立支援医療給付シス

テムの改修に要する経費として、１９１万７，０００円を追加しております。 

 また、老人福祉費において、介護保険システムの改修に伴い介護保険事業特別会

計に対する繰出金を１６２万円追加しております。 

 次に、衛生費では、看護師確保対策の一環として実施する美祢市ＵＪＩターン看

護師支援対策助成金支給事業の創設に伴い、病院事業会計に対する繰出金として

１２０万円を追加しております。 

 次に、農林費では、農業委員会費において、遊休農地の解消や発生防止の推進を

目的とした農地利用最適化交付金事業の実施に伴い、委員報酬を５６９万円追加し

ております。 

 また、農業振興費及び畜産業費において、本年度の事業推進による事業費の増加

や県の新規事業に呼応し、実施するための所要の経費、合わせて４７３万２，

０００円を追加しております。 
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 また、さきの秋吉台山焼き事故でお亡くなりになられた方を追悼する慰霊碑を建

立するための経費を追加するとともに、山焼き体制の強化を図るため、消耗品費等

の装備品の整備に要する経費として、農林費の林業総務費及び消防費の非常備消防

費において総額６７１万１，０００円を追加しております。 

 次に、消防費の常備消防費において、高速自動車道救急業務支弁金の交付額の減

額に伴い財源更正を行っております。 

 次に、教育費では、小学校費の教育振興費において、指定寄附の申し出に伴い、

麦川小学校の図書の購入に要する経費として１６万９，０００円を追加しておりま

す。 

 また、新入生の学用品購入に係る就学援助金の入学前支給の実施に伴い、小学校

費では１２２万１，０００円を、中学校費では１７５万８，０００円をそれぞれ追

加しております。 

 また、学校施設整備費において、学校施設整備環境改善交付金の内示に伴い、於

福小学校及び豊田前小学校の空調機整備に要する経費として５，０８４万７，

０００円を追加しております。 

 また、社会教育費の市民会館費において、２，６９１万７，０００円を減額して

おります。これは、市民会館トイレ改修工事の設計に当たり、既設配管を調査した

ところ、不良箇所があることが判明したことから、今年度実施を予定していた工事

が不可能となりましたので、本年度でのトイレ改修工事は中止することとし、改修

工事に係る経費を減額するとともに、配管の維持管理経費として７７万８，

０００円を追加するものです。 

 また、文化財保護費において指定寄附の申し出に伴い、秋吉台国定公園の環境美

化のための備品購入経費として５万円を追加しております。 

 また、保健体育費において、サイクルイベント実施事業の国庫補助金の交付額の

決定に伴い、財源更正を行っております。 

 次に、災害復旧費において、主に本年７月から８月にかけて発生した集中豪雨に

より被災した農林施設及び土木施設の復旧に要する経費として、総額１，００９万

円を追加しております。 

 一方、歳入では、国・県支出金、地方債、寄附金等を特定財源として４，

４９４万６，０００円を追加するとともに、地方交付税等を一般財源として充当し



- 12 - 

ております。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，

６３７万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０億

４，６１４万４，０００円とするものであります。 

 次に、債務負担行為の補正であります。 

 農業経営基盤強化資金利子補給金を追加しております。 

 次に、地方債の補正であります。 

 小学校施設整備事業債ほか３件について、限度額の変更を行っております。 

 議案第６５号は、平成２９年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

であります。 

 今回の補正は、まず、歳出については、総務費において制度改正に伴う電算シス

テム改修に要する経費として、３２４万円を追加しております。 

 また、基金積立金において、介護給付費準備基金積立金に５，４４４万９，

０００円を積み立てるとともに、諸支出金において、平成２８年度事業の精算の結

果、超過交付となった過年度国県補助金等の精算返還金３，１５５万２，０００円

を追加しております。 

 一方、歳入については、特定財源として国庫支出金１６２万円を追加するととも

に、一般会計からの繰入金及び前年度の繰越金、合わせて８，７６２万１，

０００円を追加しております。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８，９２４万１，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億１，００９万円

とするものであります。 

 議案第６６号は、平成２９年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）であり

ます。 

 今回の補正は、美祢市病院事業局における新たな看護師確保の取り組みとして、

美祢市病院事業局へＵＪＩターンにより勤務を希望する看護師に対し、経済的支援

を行う制度を実施するため、収益的収入及び支出の補正を行うものであります。 

収益的支出において、病院経営改革事業費用を１２０万円追加し、収益的収入で

は、病院医業外収益の他会計負担金を同額の１２０万円追加いたします。これによ

り、収入総額を４１億９，９５６万２，０００円とし、支出総額を４１億５，
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２６２万円とするものであります。 

 議案第６７号は、美祢市報酬及び費用弁償条例の一部改正についてであります。 

 美祢市農業委員会は、平成２９年７月２０日から、市長の任命による農業委員と

新たに設置された農地利用最適化推進委員による新体制に移行しております。また、

これに伴い、農業委員会の必須事務に、「農地等の利用の最適化の推進」すなわち

「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」及び「新

規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度化の促進」が新たに加わったと

ころであります。 

 このことから、このたび農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ農業

委員及び農地利用最適化推進委員の手当、または報酬の財源として交付される農地

利用最適化交付金を活用することといたしました。つきましては、定額で支給する

報酬に実績に応じて事後的に支給する報酬を上乗せするため、所要の改正を行うも

のであります。なお、この条例は交付の日から施行するものであります。 

 議案第６８号は、美祢市立小学校設置条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、嘉万小学校と別府小学校の統合により、平成３０年３月

３１日をもって当該小学校を廃止し、新たに秋芳北中学校跡地に秋芳桂花小学校を

設置するため、所要の改正を行うものであります。なお、この条例は平成３０年

４月１日から施行するものであります。 

 議案第６９号は、美祢市立中学校設置条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、平成３１年３月３１日をもって豊田前中学校を廃止し、大嶺

中学校に統合するため、所要の改正を行うものであります。なお、この条例は平成

３１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第７０号は、美祢市介護保険条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う改正であり、介護保険法第２１４条第３項の規定に基づ

き、介護保険条例第１５条に規定する過料について対象者の範囲を見直すため、所

要の改正を行うものであります。なお、この条例は交付の日から施行するものであ

ります。 

 議案第７１号は、美祢市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部

改正についてであります。 
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 このたびの改正は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う改正

であり、昨年９月に導入された主任介護支援専門員の更新制度について、更新期間

をより明確化するため、所要の改正を行うものであります。なお、この条例は交付

の日から施行するものであります。 

 議案第７２号は、美祢市火災予防条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、そ

の法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認

識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業

務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進に資することを目的として、公表の

対象となる防火対象物及び違反の内容、公表の手続等について、所要の改正を行う

ものであります。なお、この条例は平成３０年４月１日から施行するものでありま

す。 

 議案第７３号から第７５号までは、養護老人ホーム秋楽園組合の解散に関する議

案であります。 

 さきの美祢市議会第２回定例会において、養護老人ホーム秋楽園組合の解散に向

けた協議を進めていくため、組合規約の変更について御議決を賜ったところですが、

このたび同組合の構成市であります山口市と具体的な解散協議が整いましたことか

ら、関係する議案を提出するものであります。 

 まず、議案第７３号は、同組合解散の議決についてであり、解散日を平成３１年

３月３１日とするものであります。 

 次に、議案第７４号は、同組合解散に伴う財産処分についてであり、現在、組合

が所有する財産について、協議書を取り交わした上で処分するものであります。 

 次に、議案第７５号は、同組合解散に伴う事務の承継についてであり、同様に、

協議書を取り交わすものであります。 

 以上、提出いたしました報告１件、議案１７件について御説明申し上げましたが、

よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（荒山光広君）  これにて提案理由の説明を終わります。 

 これより、報告及び議案の質疑に入ります。 

 日程第３、報告第９号損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての質

疑を行います。質疑はありませんか。竹岡議員。 
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○１４番（竹岡昌治君）  議会たんびにこうした案件が出てくるわけなんですが、お

尋ねなんですが、我々も草刈りをするとき、安全対策というのはやっぱ十分配慮し

た上でやるわけですが、これは駐車場において草刈りをされたと思うんです。通常

なら車をのけるとか、いわゆる小石が飛ぶというのは予測されると思うんです。そ

うした安全対策といいますか安全管理が適切であったのかどうか、お尋ねをしたい

と思います。 

○議長（荒山光広君）  鮎川秋芳総合支所長。 

○秋芳総合支所長（鮎川弘子君）  ただいまの竹岡議員からの御質問について、お答

えをしたいと思います。 

 安全管理につきましては、十分配慮しておりましたところですが、飛び石につき

まして、思いもかけず離れたところまで飛んでしまったということで、今後はその

ような対策につきまして、十分安全管理について意識していきたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（荒山光広君）  よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）その他、質疑は

ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第９号を終わります。 

 日程第４、議案第５９号平成２８年度美祢市水道事業剰余金の処分についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第５９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５、議案第６０号平成２８年度美祢市水道事業会計決算の認定についての

質疑を行います。質疑はありませんか。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それでは、平成２８年度の水道事業会計決算の認定というこ

とで、当議案に関しましては、私は所管のこの委員会でありませんので、この本会

議場でしか質疑はできません。そこでまずお尋ねしたいと思っております。 

 水道事業会計におきましては、美祢市公営企業会計決算審査意見書においては、
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水道事業は老朽化対策を含む維持管理時代の到来、人口減少に伴う収益の減少、水

道施設のダウンサイジング化や統廃合による広域化など、将来に多くの課題を抱え

ている事業と指摘されております。 

 その課題の一つに、水道料金未収金についてであります。給水エリアごとに着目

してみますと、秋芳簡易水道の滞納状況が、平成２４年度末の未収金は４７１万６，

０００円であったものが、平成２８年度末には９１３万４，０００円と大きく増加

して、この４年間で倍近く増加しております。増加したその原因はどこにあったの

か、この点について、まずお尋ねしたいと思います。 

○議長（荒山光広君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  岡山議員の御質問にお答えいたします。 

 秋芳地域の未収金の金額がなぜ増加したのかという御質問だったと思いますが、

秋芳地域の……まず、この表の説明でございますけれども、この表は３月３１日現

在の表になっておりまして、水道事業は企業会計を適用しておりますので、出納閉

鎖の制度がなく、３月３１日の入金をもって期間計算を閉めるものでございます。 

この表では未収金が多くなっているように見えますけれども、実際には、口座は

３月の末日に落ちておりますので、未収金ではありますけれども未納金ではないも

のが、水道事業のほうに未達になっておるということでございます。 

 未納額がなぜふえたかという問題でございますけれども、秋芳地域に事業者の方

でございますが、今、納付計画につき、分割で納入していただいている事業者さん

がございます。納付計画を立てられて、おおむね計画通りにお支払いをいただいて

おりますので、時効は中断することはなく、今後は、未収金が減っていくものと、

そのように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  明確な、ちょっと御答弁ではなかったんではないかと思って

おります。１事業者、何事業者かはわかりませんけれども、そういった大口のとこ

ろが納入状況ができなかったところでふえてきたんではないかと思っております。 

 貸借対照表、未収金が出納閉鎖がないということでありましたけれども、それは

私もいろいろ理解しておりますけれども、５月にはまたしっかりと入った時点では、

通常と同じ収益にはなるとは思っております。 
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いずれにしても、ふえた原因というのは、そういった大口のところの業者さんの

そういったところの影響が大きかったんではないかと思っております。 

 普通、１所帯であれば、水道料金の未納者にあっては、給水停止措置をすれば、

水道料金は必ず、水道をとめられたら絶対払いますよね。そういった個人的なとこ

ろはいいんですけれども、そういったところについて、一個人であっても、だんだ

ん分納しながら支払いをされていると思っております。 

 今後とも、今回はたまたま秋芳町のエリアでありましたけれども、これは全域的

に、どこでどうこの大口の事業者が経営が苦しくなって、水道料金の支払いが滞っ

て、水道料金が１カ月で１００万近くとかなる事業者ってたくさんあると思うんで

す。年間で１，０００万ぐらいすぐふえちゃう。そうなると、なかなか水道事業を

行うに当たってかなりの影響力が出てきます。こういったところの大口の未収金の

発生を抑制しなければならないと思っておりますので、問題は、大口の未収金の業

者が発生したときに、どのような、早い段階での水道料金の未収金の支払い計画を

させていくか、こういったところが水道事業に携わる方の経営戦略につながってく

るし、それをしっかりと織り込んでいかなくちゃならない、そういったところのも

のに関しましては、私は、監査委員というものは、非常にそういう視点で対処する

ことは重要と思っておりますので、その点について、市の監査委員がおられますか

ら、もし、その辺の御意見があればしっかりとお示ししていただきたいなと思って

います。 

○議長（荒山光広君）  重村代表監査委員。 

○代表監査委員（重村暢之君）  岡山議員の御質問にお答えいたします。 

 企業会計の審査におきまして、特に未収金等につきましては審査を実施した際に、

債権管理台帳なり、支払い誓約書、支払い計画書等の内容確認をするとともに、そ

れぞれの会計で債権管理事務取扱要綱等がございますので、市民の皆様の負担の公

平公正を確認するため、債権の発生から債権の回収、債権の整理等につきまして、

それぞれの段階ごとに債権の管理を適正に行うよう指導をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  ありがとうございます。 

 市の代表監査委員として、そういったところの債権をしっかりと管理して対処す
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るということでありましたので、安心はしております。 

 最後に、上下水事業局は、公営企業会計における未収金や、また基幹税でありま

す市民税、国保税などこういった未収金はトータルで、今、２億円程度あるともち

ょっと聞いております。時期が来れば段階的に不納欠損で処理すると。そういった

ところの税金取り扱いに関する各会計の料金、税の債権管理事務取扱規程に基づい

て対処されているとは思っておりますけれども、今、代表監査委員が言われました

ように、受益者間の公平な負担という観点から、未収金対策を堅実に進めて収益向

上に努めなければならないわけです。 

 そこで、この未収金対策や収納率向上への抜本的対策として、専門家や有識者な

ど全市民的な議論を行う中で、常設会議の設置で課題解決へ一歩踏み出していただ

きたい。今のまんまであれば、いつも２億円程度まだありますし、それを非常に税

の問題、使用料の問題ですから、税の負担公平という面から見たら、ここをこの課

題に対して常設会議をしっかり設置して、どう解決していくかというそういった常

設会議を設置していただきたいとこのように思いますが、西岡市長の御見解をお尋

ねします。 

○議長（荒山光広君）  岡山議員、済いません、ただいま議案第６０号平成２８年度

美祢市水道事業会計決算の認定についての質疑でございますので、ちょっと今、外

れているんじゃないかと思います。岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  基本的には、当然、水道料金のことですけれども、ちょっと

そちらに触れましたけれども、いずれにしても未収金という大きなくくりで見た場

合に、そういったところの視点でおることが、私は、常設会議を設けることは重要

であるということを、そこで市長の考え方を問うただけです。よろしくお願いしま

す。 

○議長（荒山光広君）  答えられますか。西岡市長。 

○市長（西岡 晃君）  岡山議員からの御質問にお答えしたいと思いますが、先ほど、

代表監査委員からも御指摘をいただきましたことは、先日、代表監査委員と議会選

出の竹岡監査委員からも私に対して御指摘をいただいたところでございます。 

 未収金に対しましては、税の公平公正の観点からしっかりと徴収をしていかなけ

ればいけないというふうに思っておりますし、今、対策におきましては、県からの

対策に関する職員も派遣してもらっておりますし、庁内におきましては、そういっ
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た常設の連携をした会議を開いております。 

 全市的な市民会議ということでございますけれど、それについては今後の課題と

させていただきながら、今まで以上に未収金に対しての回収については努めていき

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  その他質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第６、議案第６１号平成２８年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第７、議案第６２号平成２８年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第８、議案第６３号平成２８年度美祢市病院事業等事業会計決算の認定につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第９、議案第６４号平成２９年度美祢市一般会計補正予算（第２号）の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１０、議案第６５号平成２９年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算
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（第２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１１、議案第６６号平成２９年度美祢市病院等事業会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１２、議案第６７号美祢市報酬及び費用弁償条例の一部改正についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１３、議案第６８号美祢市立小学校設置条例の一部改正についての質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１４、議案第６９号美祢市立中学校設置条例の一部改正についての質疑を

行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  お尋ねいたします。私は所管の委員でありませんので、今回

質問させていただきます。 

 この６９号は、美祢市立中学校設置条例の一部改正で、豊田前中学校が大嶺中学

校に統合されるのですが、この場合の通学手段はどうなるのでしょうか、お尋ねい

たします。 

○議長（荒山光広君）  千々松教育総務課長。 

○教育委員会事務局教育総務課長（千々松雅幸君）  三好議員の御質問にお答えいた

します。 

 統合後につきましては、豊田前地域を対象にしたスクールバスの運行をすること
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により、送迎を支援したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  三好議員。 

○８番（三好睦子君）  スクールバスが運行されるということですが、その場合の保

護者負担はどうなっているのでしょうか、お尋ねします。 

○議長（荒山光広君）  千々松教育総務課長。 

○教育委員会事務局教育総務課長（千々松雅幸君）  三好議員の御質問ですが、ス

クールバスの運行につきましては、保護者に負担を求めることは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（荒山光広君）  その他質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１５、議案第７０号美祢市介護保険条例の一部改正についての質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１６、議案第７１号美祢市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１７、議案第７２号美祢市火災予防条例の一部改正についての質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１８、議案第７３号養護老人ホーム秋楽園組合の解散についての質疑を行

います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１９、議案第７４号養護老人ホーム秋楽園組合の解散に伴う財産処分につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７４号は、所管の委員会に付託いたします。 

 日程第２０、議案第７５号養護老人ホーム秋楽園組合の解散に伴う事務の承継に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒山光広君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７５号は、所管の委員会に付託いたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

   午前１１時０２分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 



- 23 - 

   上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       平成２９年８月３０日 

 

            美祢市議会議長 

 

            会議録署名議員 

 

               〃 

 

 

 


